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(57)【要約】
本明細書に開示されるものは、マッサージローラの実施
形態およびそのようなマッサージローラを作製および使
用する方法であり、それによって、マッサージローラは
、略円形断面と、対向する第１および第２の端部部分と
、凸状中間部分と、第１の端部部分と凸状中間部分との
間に軸方向に延在する第１の凹状側方部分と、第２の端
部部分と凸状中間部分との間に軸方向に延在する第２の
凹状側方部分とを備える、マッサージローラ本体を含み
、該マッサージローラ本体は、マッサージローラ本体垂
直中心線を中心として非対称である。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マッサージローラ本体を備えるマッサージローラであって、
　前記マッサージローラ本体は、
　略円形断面と、
　対向する第１および第２の端部部分と、
　凸状中間部分と、
　前記第１の端部部分と前記凸状中間部分との間に軸方向に延在する、第１の凹状側方部
分と、
　前記第２の端部部分と前記凸状中間部分との間に軸方向に延在する、第２の凹状側方部
分と、
　を備え、
　前記マッサージローラ本体は、マッサージローラ本体垂直中心線を中心として非対称で
ある、マッサージローラ。
【請求項２】
　前記マッサージローラ本体は、略中空内部空洞を画定する本体壁を備える、請求項１に
記載のマッサージローラ。
【請求項３】
　前記第１および第２の端部部分は、前記マッサージローラの使用中に支持面と係合する
ように構成される、請求項１に記載のマッサージローラ。
【請求項４】
　前記凸状中間部分は、対応する前記第１および第２の端部部分の第１および第２の端部
部分最大直径よりも小さい、凸状中間部分最大直径を有する、請求項３に記載のマッサー
ジローラ。
【請求項５】
　前記凸状中間部分は、前記マッサージローラの使用中に前記支持面と係合しない、請求
項４に記載のマッサージローラ。
【請求項６】
　前記凸状中間部分は、略球形作業面として構成される第１の弓形作業面を提供する、請
求項５に記載のマッサージローラ。
【請求項７】
　前記略球形作業面は、前記マッサージローラの使用中に足の裏の中心縦方向領域と当接
して係合するように輪郭付けられる、請求項６に記載のマッサージローラ。
【請求項８】
　前記第１の凹状側方部分は、第１の凹状側方部分垂直中心線を中心として非対称である
、請求項７に記載のマッサージローラ。
【請求項９】
　前記第１の凹状側方部分は、前記凸状中間部分最大直径および前記第１および第２の端
部部分最大直径よりも小さい、第１の凹状側方部分最小直径を有する、請求項８に記載の
マッサージローラ。
【請求項１０】
　前記第１の凹状側方部分は、前記マッサージローラの使用中に前記支持面と係合しない
、請求項９に記載のマッサージローラ。
【請求項１１】
　前記第１の凹状側方部分は、前記マッサージローラの使用中に前記足の内側足底部分と
当接して係合するように輪郭付けられる、第２の弓形作業面を提供する、請求項１０に記
載のマッサージローラ。
【請求項１２】
　前記第２の凹状側方部分は、第２の凹状側方部分垂直中心線を中心として非対称である
、請求項１１に記載のマッサージローラ。
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【請求項１３】
　前記第２の凹状側方部分は、前記凸状中間部分最大直径および前記第１および第２の端
部部分最大直径よりも小さい、第２の凹状側方部分最小直径を有する、請求項１２に記載
のマッサージローラ。
【請求項１４】
　前記第２の凹状側方部分は、前記マッサージローラの使用中に前記支持面と係合しない
、請求項１３に記載のマッサージローラ。
【請求項１５】
　前記第２の凹状側方部分は、前記マッサージローラの使用中に前記足の外側足底部分と
当接して係合するように輪郭付けられる、第３の弓形作業面を提供する、請求項１４に記
載のマッサージローラ。
【請求項１６】
　前記第１の凹状側方部分最小直径は、前記第２の凹状側方部分最小直径を上回る、請求
項１５に記載のマッサージローラ。
【請求項１７】
　前記マッサージローラは、前記足の複数のマッサージ可能部分を同時にマッサージする
ように構成される、請求項１６に記載のマッサージローラ。
【請求項１８】
　前記マッサージローラは、前記足の前記内側足底部分および前記足の前記外側足底部分
を同時にマッサージするように構成される、請求項１７に記載のマッサージローラ。
【請求項１９】
　前記マッサージローラは、前記足の前記内側足底部分、前記足の前記外側足底部分、お
よび前記足の前記裏の前記中心縦方向領域を同時にマッサージするように構成される、請
求項１８に記載のマッサージローラ。
【請求項２０】
　前記第１の凹状側方部分の第１の凹状側方部分長さは、前記第２の凹状側方部分の第２
の凹状側方部分長さよりも短い、請求項１９に記載のマッサージローラ。
【請求項２１】
　マッサージローラを作製する方法であって、
　マッサージローラ本体を提供するステップであって、
　前記マッサージローラ本体は、
　　略円形断面と、
　　対向する第１および第２の端部部分と、
　　凸状中間部分と、
　　前記第１の端部部分と前記凸状中間部分との間に軸方向に延在する、第１の凹状側方
部分と、
　　前記第２の端部部分と前記凸状中間部分との間に軸方向に延在する、第２の凹状側方
部分と、
　　を備え、
　　前記マッサージローラ本体は、マッサージローラ本体垂直中心線を中心として非対称
である、ステップ
　を含む、方法。
【請求項２２】
　略中空内部空洞を画定する本体壁を備えるように前記マッサージローラ本体を構成する
ステップをさらに含む、請求項２１に記載の方法。
【請求項２３】
　前記マッサージローラの使用中に支持面と係合するように前記第１および第２の端部部
分を構成するステップをさらに含む、請求項２１に記載の方法。
【請求項２４】
　対応する前記第１および第２の端部部分の第１および第２の端部部分最大直径よりも小
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さい、凸状中間部分最大直径を有するように前記凸状中間部分を構成するステップをさら
に含む、請求項２３に記載の方法。
【請求項２５】
　前記マッサージローラの使用中に前記支持面から係脱されるように前記凸状中間部分を
構成するステップをさらに含む、請求項２４に記載の方法。
【請求項２６】
　略球形作業面として構成される第１の弓形作業面を有するように前記凸状中間部分を構
成するステップをさらに含む、請求項２５に記載の方法。
【請求項２７】
　前記マッサージローラの使用中に足の裏の中心縦方向領域と当接して係合するように前
記略球形作業面を輪郭付けるステップをさらに含む、請求項２６に記載の方法。
【請求項２８】
　第１の凹状側方部分垂直中心線を中心として非対称であるように前記第１の凹状側方部
分を構成するステップをさらに含む、請求項２７に記載の方法。
【請求項２９】
　前記凸状中間部分最大直径および前記第１および第２の端部部分最大直径よりも小さい
、第１の凹状側方部分最小直径を有するように前記第１の凹状側方部分を構成するステッ
プをさらに含む、請求項２８に記載の方法。
【請求項３０】
　前記マッサージローラの使用中に前記支持面から係脱されるように前記第１の凹状側方
部分を構成するステップをさらに含む、請求項２９に記載の方法。
【請求項３１】
　前記マッサージローラの使用中に前記足の内側足底部分と当接して係合するように前記
第１の凹状側方部分を輪郭付けるステップをさらに含む、請求項３０に記載の方法。
【請求項３２】
　第２の凹状側方部分垂直中心線を中心として非対称であるように前記第２の凹状側方部
分を構成するステップをさらに含む、請求項３１に記載の方法。
【請求項３３】
　前記凸状中間部分最大直径および前記第１および第２の端部部分最大直径よりも小さい
、第２の凹状側方部分最小直径を有するように前記第２の凹状側方部分を構成するステッ
プをさらに含む、請求項３２に記載の方法。
【請求項３４】
　前記マッサージローラの使用中に前記支持面から係脱されるように前記第２の凹状側方
部分を構成するステップをさらに含む、請求項３３に記載の方法。
【請求項３５】
　前記マッサージローラの使用中に前記足の外側足底部分と当接して係合するように前記
第２の凹状側方部分を輪郭付けるステップをさらに含む、請求項３４に記載の方法。　
【請求項３６】
　前記第２の凹状側方部分最小直径を上回る最小直径を有するように前記第１の凹状側方
部分を構成するステップをさらに含む、請求項３５に記載の方法。
【請求項３７】
　前記足の複数のマッサージ可能部分を同時にマッサージするように前記マッサージロー
ラを構成するステップをさらに含む、請求項３６に記載の方法。
【請求項３８】
　前記足の前記内側足底部分および前記足の前記外側足底部分を同時にマッサージするよ
うに前記マッサージローラを構成するステップをさらに含む、請求項３７に記載の方法。
【請求項３９】
　前記足の前記内側足底部分、前記足の前記外側足底部分、および前記足の前記裏の前記
中心縦方向領域を同時にマッサージするように前記マッサージローラを構成するステップ
をさらに含む、請求項３８に記載の方法。
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【請求項４０】
　前記第２の凹状側方部分の第２の凹状側方部分長さよりも短いように前記第１の凹状側
方部分の第１の凹状側方部分長さを構成するステップをさらに含む、請求項３９に記載の
方法。
【請求項４１】
　身体のマッサージ可能部分をマッサージするためにマッサージローラを使用する方法で
あって、前記方法は、
　前記マッサージローラを取得するステップであって、前記マッサージローラは、マッサ
ージローラ本体を備え、前記マッサージローラ本体は、
　　略円形断面と、
　　対向する第１および第２の端部部分と、
　　凸状中間部分と、
　　前記第１の端部部分と前記凸状中間部分との間に軸方向に延在する、第１の凹状側方
部分と、
　　前記第２の端部部分と前記凸状中間部分との間に軸方向に延在する、第２の凹状側方
部分と、
　　を備え、
　　前記マッサージローラ本体は、マッサージローラ本体垂直中心線を中心として非対称
である、ステップと、
　前記身体の前記マッサージ可能部分を前記マッサージローラ本体の外面と係合させるス
テップと、
　前記身体の前記マッサージ可能部分をマッサージするように前記マッサージローラを転
動させるステップと、
　を含む、方法。
【請求項４２】
　前記第１および第２の端部部分を支持面と係合させるステップをさらに含む、請求項４
１に記載の方法。
【請求項４３】
　前記第１および第２の端部部分のみを支持面と係合させるステップをさらに含み、前記
凸状中間部分、前記第１の凹状側方部分、および前記第２の凹状側方部分は、前記支持面
と係合しない、請求項４２に記載の方法。
【請求項４４】
　前記身体の前記マッサージ可能部分は、足の１つまたはそれを上回るマッサージ可能部
分を含み、前記方法はさらに、
　前記足の前記マッサージ可能部分を前記マッサージローラ本体の前記外面と係合させる
ステップと、
　前記足の前記マッサージ可能部分をマッサージするように前記マッサージローラを転動
させるステップと、
　を含む、請求項４３に記載の方法。
【請求項４５】
　マッサージローラ本体水平軸に角度付けられた関係において足縦方向軸を配置するステ
ップと、
　前記足の前記マッサージ可能部分をマッサージするために、マッサージローラ本体水平
中心線と一致する回転軸を中心として前記マッサージローラを回転させるように前記足縦
方向軸に沿って前記マッサージローラを転動させるステップと、
　をさらに含む、請求項４４に記載の方法。
【請求項４６】
　前記凸状中間部分を前記足の裏の中心縦方向領域と当接して係合させるステップと、
　前記足の前記裏の前記中心縦方向領域をマッサージするように前記マッサージローラを
転動させるステップと、
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　をさらに含む、請求項４４に記載の方法。
【請求項４７】
　前記第１の凹状側方部分を前記足の内側足底部分と当接して係合させるステップと、
　前記足の前記内側足底部分をマッサージするように前記マッサージローラを転動させる
ステップと、
　をさらに含む、請求項４４に記載の方法。
【請求項４８】
　前記第２の凹状側方部分を前記足の外側足底部分と当接して係合させるステップと、
　前記足の前記外側足底部分をマッサージするように前記マッサージローラを転動させる
ステップと、
　をさらに含む、請求項４４に記載の方法。
【請求項４９】
　前記第１の凹状側方部分を前記足の内側足底部分と当接して係合させるステップと、
　前記第２の凹状側方部分を前記足の外側足底部分と当接して係合させるステップと、
　前記足の前記内側足底部分および前記足の前記外側足底部分を同時にマッサージするよ
うに前記マッサージローラを転動させるステップと、
　をさらに含む、請求項４４に記載の方法。
【請求項５０】
　前記第１の凹状側方部分を前記足の内側足底部分と当接して係合させるステップと、
　前記第２の凹状側方部分を前記足の外側足底部分と当接して係合させるステップと、
　前記凸状中間部分を前記足の裏の中心縦方向領域と当接して係合させるステップと、
　前記足の前記内側足底部分、前記足の前記外側足底部分、および前記足の前記裏の前記
中心縦方向領域を同時にマッサージするように前記マッサージローラを転動させるステッ
プと、
　をさらに含む、請求項４４に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本国際特許協力条約特許出願は、２０１６年２月２６日に出願された米国特許出願第２
９／５５６，０４２号の一部継続である、２０１６年８月８日に出願された米国非仮特許
出願第１５／２３１，４５５号の継続であり、２０１５年８月１０日に出願された米国仮
特許出願第６２／２０３，０３３号の利益を請求する（それぞれ、本明細書に参照するこ
とによって本明細書に組み込まれる）。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００２】
　本発明の特定の実施形態の広義の目的は、マッサージローラおよびそのようなマッサー
ジローラを作製および使用する方法を提供することであり得、それによって、マッサージ
ローラは、略円形断面と、対向する第１および第２の端部部分と、凸状中間部分と、第１
の端部部分と凸状中間部分との間に軸方向に延在する第１の凹状側方部分と、第２の端部
部分と凸状中間部分との間に軸方向に延在する第２の凹状側方部分とを備える、マッサー
ジローラ本体を含み、該マッサージローラ本体は、マッサージローラ本体垂直中心線を中
心として非対称である。
【０００３】
　当然ながら、本発明のさらなる目的は、本明細書の他の部分、図面、および請求項全体
を通して開示される。
【図面の簡単な説明】
【０００４】
【図１】図１は、足のマッサージ可能部分をマッサージするためのマッサージローラの特
定の実施形態を使用する方法の図示である。
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【図２】図２は、マッサージローラの特定の実施形態の斜視図である。
【図３】図３は、マッサージローラの特定の実施形態の斜視図である。
【図４】図４は、図２および図３に示されるマッサージローラの特定の実施形態の正面図
である。
【図５】図５は、図２および図３に示されるマッサージローラの特定の実施形態の後面図
である。
【図６】図６は、図２および図３に示されるマッサージローラの特定の実施形態の上面図
である。
【図７】図７は、図２および図３に示されるマッサージローラの特定の実施形態の底面図
である。
【図８】図８は、図２および図３に示されるマッサージローラの特定の実施形態の第１の
端面図である。
【図９】図９は、図２および図３に示されるマッサージローラの特定の実施形態の第２の
端面図である。
【図１０】図１０は、それによって、マッサージローラがマッサージローラ本体水平軸に
沿って区分化される、図７に示されるマッサージローラの特定の実施形態の断面図である
。
【図１１】図１１は、図１０に示されるマッサージローラの特定の実施形態の略線形陥凹
の拡大図である。
【図１２】図１２は、図１０に示されるマッサージローラの特定の実施形態の略円形陥凹
の拡大図である。
【図１３】図１３は、それによって、マッサージローラがマッサージローラ本体水平軸に
垂直に区分化される、図６に示されるマッサージローラの特定の実施形態の断面図である
。
【図１４】図１４は、第１および第２の部品から形成されるマッサージローラの特定の実
施形態の斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【０００５】
　ここで主として図１を参照すると、これは、身体（３）のマッサージ可能部分（２）を
マッサージするためにマッサージローラ（１）の特定の実施形態を使用する方法を図示し
、それによって、マッサージローラ（１）は、略円形断面と、対向する第１および第２の
端部部分（５）（６）と、凸状中間部分（７）と、第１の端部部分（５）と凸状中間部分
（７）との間に軸方向に延在する第１の凹状側方部分（８）と、第２の端部部分（６）と
凸状中間部分（７）との間に軸方向に延在する第２の凹状側方部分（９）とを備える、マ
ッサージローラ本体（４）を含み、それによって、マッサージローラ本体（４）は、（図
５の実施例に示されるように）マッサージローラ本体垂直中心線（１０）を中心として非
対称である。本方法は、身体（３）のマッサージ可能部分（２）をマッサージローラ本体
（４）の外面（１１）と係合させるステップと、身体（３）のマッサージ可能部分（２）
をマッサージするようにマッサージローラ（１）を転動させるステップとを含む。
【０００６】
　本発明の目的のために、用語「略円形」は、線によって画定される閉鎖された形状を意
味し、それによって、線上の全ての点は、形状の中心からほぼ同一の距離にある。特定の
実施形態に関して、全ての点は、形状の中心から厳密に同一の距離にあり、それによって
、完全に丸形の円形周辺を形成することができる。他の特定の実施形態に関して、閉鎖さ
れた形状は、五角形、六角形、七角形、八角形等の多角形に類似することができ、これは
、マッサージローラ（１）の種々の順列において使用されることができる。
【０００７】
　本発明の目的のために、用語「凸状」は、外向きに延在または湾曲することを意味する
。
【０００８】
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　本発明の目的のために、用語「凹状」は、内向きに延在または湾曲することを意味する
。
【０００９】
　本発明の目的のために、用語「中間」は、中央に向かうこと意味する。
【００１０】
　本発明の目的のために、用語「側方」は、側面に向かうことまたは中央から離れること
を意味する。
【００１１】
　本発明の目的のために、用語「垂直」は、側面から側面にではなく、上下に位置付けら
れることを意味し、それによって、「垂直」は、特に、本発明の位置、配向、または使用
に関して限定することは意図されず、代わりに、読者の本発明の理解を補助するために、
図に示されるマッサージローラ（１）の描写に関する方向基準を提供することを意図され
る。
【００１２】
　本発明の目的のために、用語「水平」は、上下ではなく、側面から側面に位置付けられ
ることを意味し、それによって、「水平」は、特に、本発明の位置、配向、または使用に
関して限定することは意図されず、代わりに、読者の本発明の理解を補助するために、図
に示されるマッサージローラ（１）の描写に関する方向基準を提供することを意図される
。
【００１３】
　再び主として図１を参照すると、一例証的実施例としてであるが、マッサージローラ（
１）は、足（１２）のマッサージ可能部分（２）をマッサージするために使用されること
ができ、それによって、本方法は、足（１２）のマッサージ可能部分（２）をマッサージ
ローラ（１）の外面（１１）と係合させるステップと、足（１１）のマッサージ可能部分
（２）をマッサージするようにマッサージローラ（１）を転動させるステップとを含む。
特定の実施形態に関して、足（１２）のマッサージ可能部分（２）は、マッサージローラ
本体水平軸（１４）に角度付けられた関係（略直交関係等）において足縦方向軸（１３）
を配置するように、マッサージローラ（１）の外面（１１）と係合することができ、それ
によって、マッサージが、マッサージローラ本体水平中心線（１６）と一致する回転軸（
１５）を中心としてマッサージローラ（１）を回転させるように、足縦方向軸（１３）に
沿って足（１２）のマッサージ可能部分（２）とともにマッサージローラ（１）を転動さ
せることによって達成されることができる。
【００１４】
　上記に例証される実施例は、足（１２）のマッサージ可能部分（２）をマッサージする
ためにマッサージローラ（１）を使用することを含むが、マッサージローラ（１）は、用
途に応じて、身体（３）の任意のマッサージ可能部分（２）をマッサージするために使用
され得るため、マッサージローラ（１）は、足（１２）のマッサージ可能部分（２）のみ
をマッサージするための使用に限定されない。
【００１５】
　ここで主として図２および図３を参照すると、マッサージローラ（１）は、（図１３の
実施例に示されるように）マッサージローラ本体水平軸（１４）に垂直に区分化されると
、略円形断面を備えるマッサージローラ本体（４）を含む。
【００１６】
　特定の実施形態に関して、マッサージローラ本体（４）は、略中実であり得る。
【００１７】
　他の特定の実施形態に関して、マッサージローラ本体（４）は、（図１０の実施例に示
されるように）用途に応じて、気体（空気等）、液体、またはそれらの組み合わせを用い
て充填可能な略中空内部空洞（１８）を画定する本体壁（１７）を含むことができる。こ
れらの実施形態に関して、略中空内部空洞（１８）はさらに、その中に配置される１つま
たはそれを上回る支持体（１９）を含むことができ、それによって、支持体（１９）は、
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略円形断面を有するマッサージローラ本体（４）を支持し、それによって、マッサージロ
ーラ本体（４）の形状を維持するように構成されることができる。
【００１８】
　一例証的実施例としてであるが、マッサージローラ（１）の特定の実施形態は、その中
に配置される複数の支持体（１９）を有し、気体のみを用いて充填される、略中空内部空
洞（１８）を画定する本体壁（１７）を含むことができる。その結果、本特定の実施形態
の略中空内部空洞（１８）は、液体が全くない。
【００１９】
　マッサージローラ本体（４）は、マッサージローラ（１）が、使用に応じて、身体（３
）のマッサージ可能部分（２）をマッサージすることを可能にするために十分な多数かつ
多種多様な材料のいずれかから形成されることができる。特定の実施形態に関して、材料
は、天然または合成にかかわらず、略剛性であり得、非限定的実施例として、金属、セラ
ミック、プラスチック、木材、または同等物、またはそれらの組み合わせを含み得る。他
の特定の実施形態に関して、材料は、天然または合成にかかわらず、身体（３）のマッサ
ージ可能部分（２）との係合に応じてある程度変形する、弾力性のある弾性材料であり得
、それによって、これらの材料は、非限定的実施例として、可塑化樹脂、ゴム、シリコー
ンゴム、フルオロポリマー、ポリウレタン、または同等物、またはそれらの組み合わせを
含むことができる。
【００２０】
　ここで主として図２－図９を参照すると、マッサージローラ本体（４）はさらに、支持
面（２０）と係合するように構成される、対向する第１および第２の端部部分（５）（６
）を含み、それによって、第１および第２の端部部分（５）（６）はそれぞれ、略円形断
面を有し、マッサージローラ（１）が支持面（２０）に沿って、転動する、またはマッサ
ージローラ本体水平中心線（１６）と一致する回転軸（１５）を中心として回転すること
を可能にすることができる。特定の実施形態に関して、第１および第２の端部部分（５）
（６）は、使用持、支持面（２０）からのマッサージローラ（１）の係脱を防止するため
に、支持面（２０）の把持を促進する１つまたはそれを上回る把持可能要素（図示せず）
を含むことができる。
【００２１】
　ここで主として図４－図７を参照すると、第１および第２の端部部分（５）（６）はそ
れぞれ、（図４の実施例に示されるように）対応する端部部分長さ（２１）に沿って凸状
に弓形であり得る。
【００２２】
　ここで主として図２－図７を参照すると、マッサージローラ本体（４）はさらに、第１
および第２の端部部分（５）（６）間に配置される凸状中間部分（７）を含む。第１およ
び第２の端部部分（５）（６）と同様に、凸状中間部分（７）は、（図４の実施例に示さ
れるように）凸状中間部分長さ（２２）に沿って凸状に弓形であり得る。
【００２３】
　再び主として図２－図７を参照すると、凸状中間部分（７）は、（図５の実施例に示さ
れるように）対応する第１および第２の端部部分（５）（６）の第１および第２の端部部
分最大直径（２４）（２５）よりも小さい、凸状中間部分最大直径（２３）を有すること
ができる。したがって、マッサージローラ（１）の使用に応じて、凸状中間部分（７）は
、第１および第２の端部部分（５）（６）のみが支持面（２０）と係合するため、支持面
（２０）と係合しない。
【００２４】
　再び主として図２－図７を参照すると、凸状中間部分（７）は、身体（３）のマッサー
ジ可能部分（２）の対応する曲率と係合し得る、弓形作業面（２６）を提供する。平面作
業面に関連して、弓形作業面（２６）は、さらなる均一性を用いて身体（３）のマッサー
ジ可能部分（２）の対応する曲率に係合し、それによって、身体（３）のマッサージ可能
部分（２）にさらなるマッサージを提供することができる。一例証的実施例としてである



(10) JP 2018-522676 A 2018.8.16

10

20

30

40

50

が、凸状中間部分（７）は、（図７の実施例に示されるように）略球形作業面面として構
成される第１の弓形作業面（２７）を提供することができ、これは、足底筋膜の中心部分
等、足（１２）の裏の中心縦方向領域をマッサージするために有用であり得る。
【００２５】
　再び主として図２－図７を参照すると、マッサージローラ本体（４）はさらに、第１の
端部部分（５）と凸状中間部分（７）との間に軸方向に延在する、第１の凹状側方部分（
８）を含む。第１および第２の端部部分（５）（６）および凸状中間部分（７）とは対照
的に、第１の凹状側方部分（８）は、（図４の実施例に示されるように）第１の凹状側方
部分長さ（２８）に沿って凹状に弓形であり得る。
【００２６】
　特定の実施形態に関して、第１の凹状側方部分（８）は、（図６の実施例に示されるよ
うに）第１の凹状側方部分垂直中心線（２９）を中心として非対称であり得る。
【００２７】
　ここで主として図５を参照すると、第１の凹状側方部分（８）は、凸状中間部分最大直
径（２３）および第１および第２の端部部分最大直径（２４）（２５）よりも小さい、第
１の凹状側方部分最小直径（３０）を有する。したがって、マッサージローラ（１）の使
用に応じて、第１の凹状側方部分（８）は、第１および第２の端部部分（５）（６）のみ
が支持面（２０）と係合するため、支持面（２０）と係合しない。
【００２８】
　ここで主として図２－図７を参照すると、第１の凹状側方部分（８）は、身体（３）の
マッサージ可能部分（２）の対応する曲率と係合し得る、弓形作業面（２６）を提供する
。平面作業面に関連して、弓形作業面（２６）は、さらなる均一性を用いて身体（３）の
マッサージ可能部分（２）の対応する曲率に係合し、それによって、身体（３）のマッサ
ージ可能部分（２）にさらなるマッサージを提供することができる。一例証的実施例とし
てであるが、第１の凹状側方部分（８）は、（図７の実施例に示されるように）第２の弓
形作業面（３１）を提供することができ、これは、足底筋膜の内側部分または内側縦足弓
等、足（１２）の裏の内側縦方向領域をマッサージするために有用であり得る。
【００２９】
　再び主として図２－図７を参照すると、マッサージローラ本体（４）はさらに、第２の
端部部分（６）と凸状中間部分（７）との間に軸方向に延在する、第２の凹状側方部分（
９）を含む。第１および第２の端部部分（５）（６）および凸状中間部分（７）とは対照
的に、かつ第１の凹状側方部分（８）と同様に、第２の凹状側方部分（９）は、（図４の
実施例に示されるように）第２の凹状側方部分長さ（３２）に沿って凹状に弓形であり得
る。
【００３０】
　特定の実施形態に関して、第２の凹状側方部分（９）は、（図６の実施例に示されるよ
うに）第２の凹状側方部分垂直中心線（３３）を中心として非対称であり得る。
【００３１】
　ここで主として図５を参照すると、第２の凹状側方部分（９）は、凸状中間部分最大直
径（２３）および第１および第２の端部部分最大直径（２４）（２５）よりも小さい、第
２の凹状側方部分最小直径（３４）を有する。したがって、マッサージローラ（１）の使
用に応じて、第２の凹状側方部分（９）は、第１および第２の端部部分（５）（６）のみ
が支持面（２０）と係合するため、支持面（２０）と係合しない。
【００３２】
　ここで主として図２－図７を参照すると、第２の凹状側方部分（９）は、身体（３）の
マッサージ可能部分（２）の対応する曲率と係合し得る、弓形作業面（２６）を提供する
。平面作業面に関連して、弓形作業面（２６）は、さらなる均一性を用いて身体（３）の
マッサージ可能部分（２）の対応する曲率に係合し、それによって、身体（３）のマッサ
ージ可能部分（２）にさらなるマッサージを提供することができる。一例証的実施例とし
てであるが、第２の凹状側方部分（９）は、第３の弓形作業面（３５）を提供することが
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でき、これは、足底筋膜の外側部分または外側縦足弓等、足（１２）の裏の外側縦方向領
域をマッサージするために有用であり得る。
【００３３】
　ここで主として図４を参照すると、特定の実施形態に関して、マッサージローラ（１）
は、第２の凹状側方部分最小直径（３４）を上回るように構成される、第１の凹状側方部
分最小直径（３０）を有することができる。本特定の構成は、足（３）の複数のマッサー
ジ可能部分（２）を同時にマッサージするために有用であるように意図されるマッサージ
ローラ（１）のために好ましくあり得、それによって、足（１２）の内側足底部分は、足
（１２）の横断面からより長い距離だけ下向きに延在する足（１２）の外側足底部分に関
連して、足（１２）の横断面からより短い距離だけ下向きに延在する。故に、マッサージ
ローラ（１）が支持面（２０）と係合すると、より大きい直径を有する第１の凹状側方部
分（８）は、足（１２）の横断面からより短い距離だけ下向きに延在する内側足底部分と
当接して係合することができる一方、より小さい直径を有する第２の凹状側方部分（９）
は、足（１２）の横断面からより長い距離だけ下向きに延在する外側足底部分と当接して
係合し、足（１２）の内側および外側足底部分の両方の同時マッサージを促進する。加え
て、凸状中間部分（７）は、さらなる同時マッサージのために、足（１２）の裏の中心縦
方向領域と当接して係合することができる。
【００３４】
　再び主として図４を参照すると、特定の実施形態に関して、マッサージローラ（１）は
、第２の凹状側方部分長さ（３２）よりも短いように構成される、第１の凹状側方部分長
さ（２８）を有することができる。本特定の構成は、足（１２）の複数のマッサージ可能
部分（２）を同時にマッサージするために有用であるように意図されるマッサージローラ
（１）のために好ましくあり得、それによって、足（１２）の内側足底部分は、（足縦方
向軸に沿って）より大きい幅を有する、足（１２）の外側足底部分に関連して（足縦方向
軸（１３）に垂直な関係において足縦方向軸に沿って）より小さい幅を有する。故に、マ
ッサージローラ（１）が支持面（２０）と係合すると、より短い長さを有する第１の凹状
側方部分（８）は、より小さい幅を有する内側足底部分と当接して係合することができる
一方、より長い長さを有する第２の凹状側方部分（９）は、より大きい幅を有する外側足
底部分と当接して係合し、足（１２）の内側および外側足底部分の両方の同時マッサージ
を促進する。加えて、凸状中間部分（７）は、さらなる同時マッサージのために、足（１
２）の裏の中心縦方向領域と当接して係合することができる。
【００３５】
　故に、マッサージローラ（１）は、足（１２）の少なくとも３つのマッサージ可能部分
（２）を同時にマッサージするように構成される、少なくとも３つの弓形作業面（２７）
（３１）（３５）を提供する。
【００３６】
　ここで主として図２－図１２を参照すると、凸状中間部分（７）、第１の凹状側方部分
（８）、第２の凹状側方部分（９）、またはそれらの組み合わせは、必ずしもそうである
必要はないが、対応する外面（１１）内に配置される１つまたはそれを上回る陥凹（３６
）を含むことができ、それによって、陥凹（３６）は、身体（３）のマッサージ可能部分
（２）のマッサージを促進することができる。一例証的実施例としてであるが、（図１０
－図１２の実施例に示されるように）複数の略円形陥凹（３７）が、所望の離間された関
係において凸状中間部分（７）の外面（１１）内に配置されることができ、複数の略線形
陥凹（３８）が、第１および第２の凹状側方部分（８）（９）のそれぞれの外面（１１）
内に配置されることができ、身体（３）の対応するマッサージ可能部分（２）のマッサー
ジを促進する。
【００３７】
　他の特定の実施形態に関して、凸状中間部分（７）、第１の凹状側方部分（８）、第２
の凹状側方部分（９）、またはそれらの組み合わせは、必ずしもそうである必要はないが
、対応する外面（１１）から外向きに延在する１つまたはそれを上回る突出部（図示せず
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）を含むことができ、それによって、突出部は、身体（３）の対応するマッサージ可能部
分（２）のマッサージを促進することができる。
【００３８】
　さらに他の特定の実施形態に関して、凸状中間部分（７）、第１の凹状側方部分（８）
、第２の凹状側方部分（９）、またはそれらの組み合わせは、必ずしもそうである必要は
ないが、上記に説明されるように、１つまたはそれを上回る陥凹（３６）および１つまた
はそれを上回る突出部（図示せず）の組み合わせを含むことができる。
【００３９】
　ここで生産に関して、マッサージローラ（１）を作製する方法は、略円形断面と、対向
する第１および第２の端部部分（５）（６）と、凸状中間部分（７）と、第１の端部部分
（５）と凸状中間部分（７）との間に軸方向に延在する第１の凹状側方部分（８）と、第
２の端部部分（６）と凸状中間部分（７）との間に軸方向に延在する第２の凹状側方部分
（９）とを備える、マッサージローラ本体（４）を提供するステップを含み、それによっ
て、マッサージローラ本体（４）は、（図５の実施例に示されるように）マッサージロー
ラ本体垂直中心線（１０）を中心として非対称である。
【００４０】
　マッサージローラ（１）を作製する方法はさらに、上記に説明されるようなマッサージ
ローラ（１）の付加的構成要素を提供するステップを含むことができる。
【００４１】
　マッサージローラ（１）またはマッサージローラ（１）の要素は、一体構造物として、
プレス成形、射出成形、加工、機械加工、印刷、付加印刷、または同等物、またはそれら
の組み合わせ等、用途に応じて多数かつ多種多様なプロセスのいずれかによって作製され
る、またはマッサージローラ（１）の実施形態への組立のための複数の部品として提供さ
れることができる。
【００４２】
　ここで主として図１４を参照すると、これは、第１および第２の部品（３９）（４０）
から形成されるマッサージローラ（１）の特定の実施形態を図示し、それによって、各部
品（３９）（４０）は、マッサージローラ（１）の２つの縦方向半分のうちの１つを含み
、第１および第２の部品（３９）（４０）は、マッサージローラ（１）の実施形態への組
立のために噛合可能に係合可能である。
【００４３】
　前述から容易に理解され得るように、本発明の基本概念は、種々の方法で具現化され得
る。本発明は、最良形態を含む、マッサージローラの多数かつ多様な実施形態およびその
ようなマッサージローラを作製および使用するための方法を伴う。
【００４４】
　したがって、説明によって開示される、または本願に付随する図または表に示される、
本発明の特定の実施形態または要素は、限定するように意図されず、むしろ、概して、本
発明によって包含される多数かつ多様な実施形態、またはその任意の特定の要素に関して
包含される均等物の例示として意図される。加えて、本発明の単一実施形態または要素の
具体的説明は、可能性として考えられる全ての実施形態または要素を明示的に説明してい
ない場合があり、多くの代替が、説明および図によって暗示的に開示される。
【００４５】
　装置の各要素または方法の各ステップは、装置用語または方法用語によって説明され得
ることを理解されたい。そのような用語は、所望である場合、本発明が享有する暗示的に
広範な範囲を明確にするために代用されることができる。一実施例としてであるが、方法
の全てのステップは、ある作用、その作用を行うための手段、またはその作用を引き起こ
す要素として開示され得ることを理解されたい。同様に、装置の各要素は、物理的要素ま
たはその物理的要素が促進する作用として開示され得る。一実施例としてであるが、「ロ
ーラ」の開示は、明示的に議論されるかどうかにかかわらず、「転動する」作用の開示を
包含すると理解されたい。逆に、「転動する」作用の事実上の開示が存在する場合、その
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ような開示は、「ローラ」およびさらには「転動させるための手段」の開示を包含するよ
うに理解されたい。各要素またはステップに関するそのような代替用語は、説明に明示的
に含まれるように理解されたい。
【００４６】
　加えて、使用される各用語に関して、本願におけるその利用がそのような解釈と矛盾し
ない限り、一般的な辞書の定義は、各定義が参照することによって本明細書に組み込まれ
る、Ｒａｎｄｏｍ　Ｈｏｕｓｅ　Ｗｅｂｓｔｅｒ’ｓ　Ｕｎａｂｒｉｄｇｅｄ　Ｄｉｃｔ
ｉｏｎａｒｙ（第２版）に収録されるような各用語に関する記述に含まれると理解すべき
であることを理解されたい。
【００４７】
本明細書の全ての数値は、明示的に示されるかどうかにかかわらず、用語「約」によって
修飾されると仮定される。本発明の目的のために、範囲は、「約」１つの特定の値から「
約」別の特定の値として表され得る。そのような範囲が表されるとき、別の実施形態は、
１つの特定の値から他の特定の値を含む。端点による数値範囲の列挙は、その範囲内に包
含される、全ての数値を含む。１から５の数値範囲は、例えば、数値１、１．５、２、２
．７５、３、３．８０、４、５等を含む。さらに、範囲のそれぞれの端点は、他の端点に
関連して、および他の端点から独立しての両方において、有意であることをさらに理解さ
れたい。値が、先行詞「約」の使用によって、近似値として表されるとき、特定の値は、
別の実施形態を形成することを理解されたい。用語「約」は、概して、当業者が、列挙さ
れる数値と同等である、または同一の機能または結果を有すると見なすであろう数値の範
囲を指す。同様に、先行詞「略」は、全体的にではないが、大まかに、同一の形態、様式
、または程度を意味し、特定の要素は、当業者が同一の機能または結果を有すると見なす
であろう構成の範囲を有するであろう。特定の要素が、先行詞「略」の使用によって近似
値として表されるとき、特定の要素は、別の実施形態を形成すると理解されたい。
【００４８】
　さらに、本発明の目的のために、用語「ａ」または「ａｎ」実体は、別様に限定されな
い限り、その実体のうちの１つまたはそれを上回るものを指す。したがって、用語「ａ」
または「ａｎ」、「１つまたはそれを上回る」、および「少なくとも１つ」は、本明細書
では同義的に使用されることができる。
【００４９】
　加えて、全ての方向基準（例えば、近位、遠位、上側、下側、上向き、下向き、左側、
右側、側方、前部、後部、背部、上部、底部、上方、下方、垂直、水平、時計回り、およ
び反時計回り）は、読者の本発明の理解を補助するための識別目的としてのみ使用され、
特に、本発明の位置、配向、または使用に関して限定を生じない。
【００５０】
　したがって、本出願人は、少なくとも、ｉ）本明細書に開示および説明されるマッサー
ジローラのそれぞれ、ｉｉ）開示および説明される関連する方法、ｉｉｉ）これらのデバ
イスおよび方法のそれぞれの類似物、均等物、およびさらには暗示的変形例、ｉｖ）示さ
れる、開示される、または説明される機能のそれぞれを遂行するそれらの代替実施形態、
ｖ）開示および説明されるものを達成することが暗示的である、示される機能のそれぞれ
を達成するそれらの代替設計および方法、ｖｉ）別個かつ独立した発明として示される、
各特徴、構成要素、およびステップ、ｖｉｉ）開示される種々のシステムまたは構成要素
によって向上される用途、ｖｉｉｉ）そのようなシステムまたは構成要素によって生産さ
れる、結果として生じる製品、ｉｘ）実質的に、本明細書に前述され、付随の実施例のい
ずれかに関して説明されるような方法および装置、ｘ）開示される先の要素のそれぞれの
種々の組み合わせおよび順列を請求すると理解されたい。
【００５１】
本特許出願の背景の節は、該当する場合、本発明が関連する事業分野を記載したものであ
る。本節はまた、本発明が導かれる技術状況についての情報、問題、または懸念を関連付
ける際に有用である、ある米国特許、特許出願、公開、または請求される発明の主題の言
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の米国特許、特許出願、公開、記載、または他の情報が、本発明に関する従来技術として
認められるように読み取られる、解釈される、またはそのように見なされることは意図さ
れない。
【００５２】
　本明細書に記載される請求項は、該当する場合、本発明の本説明の一部として、参照す
ることによって本明細書に組み込まれ、本出願人は、そのような請求項のそのような組み
込まれた内容の全てまたは一部を請求項またはその任意の要素または構成要素のいずれか
または全てを裏付ける付加的説明として使用する権利を明示的に留保し、本出願人はさら
に、必要に応じて、そのような請求項またはその任意の要素または構成要素の組み込まれ
た内容の任意の部分または全てを説明から請求項にまたはその逆に移動させ、本願によっ
て、またはその任意の後続出願または継続、分割、または一部継続出願によって、保護が
求められる事項を定義する権利、または任意の国の特許法、規則、または規制または条約
の任意の利益、それらに準ずる料金の減額を得る権利、またはそれらに準拠する権利を明
示的に留保し、参照することによって組み込まれるそのような内容は、その任意の後続の
継続、分割、または一部継続出願またはそれについての任意の再発行もしく延長を含め、
本願の係属中全体を通して存続するものとする。
【００５３】
　加えて、本明細書に記載される請求項は、該当する場合、さらに、本発明の限定された
数の好ましい実施形態の境界線を記載することを意図され、本発明の最も広い実施形態ま
たは請求され得る本発明の実施形態の完全な列挙として解釈されるべきではない。本出願
人は、上記に記載された説明に基づいて、さらなる特許請求の範囲を任意の継続、分割、
または一部継続出願、または類似する出願の一部として展開するいずれの権利も放棄しな
い。

【図１】 【図２】
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